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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月１８日 ０８時００分ごろ 

発生場所 津軽海峡西口付近 

 北海道松前
まつまえ

町所在の白神
しらかみ

岬灯台から真方位１３４°５.７海里付近 

 （概位 北緯４１°２０.０′ 東経１４０°１７.３′） 

事故調査の経過  平成２６年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五武司
た け し

丸、４.５８トン 

   ＨＫ３－７７１７６（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９８ｍ（Lr）×２.７０ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５４.００kＷ、昭和５２年１２月５日 

   第２００－８７７８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第八十一東弘
とうこう

丸、１.２トン 

   ＡＭ３－３４７７８（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.４０ｍ（Lr）×１.９３ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、平成２年２月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成４年４月１０日 

    免許証交付日 平成２５年１月１１日 

           （平成３０年８月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年４月３日 

    免許証交付日 平成２１年１２月２８日 

           （平成２７年３月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷後部外板に破損、釣り竿
ざお

に折損 

Ｂ 船首部外板に破口、機関に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、津軽海峡西口付近で漁場を移動

するため、船長Ａが、操舵室の左舷側の窓から顔を外に出した体勢に
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より、遠隔操舵装置のリモコンを操作し、約３ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によって南西進した。 

 船長Ａは、鳥山を認めて反転し、太陽を右舷前方に見る状態とな

り、釣針投入のタイミングを見計らいながら北東進中、左舷側を並行

する僚船１隻にまぐろの掛かった動きがあれば、釣針を入れようと思

い、同船の様子に注意を向けていたところ、右舷船首方至近にＢ船を

認め、咄嗟
と っ さ

に機関の回転数を上げて右舵を取ったが、平成２５年１２

月１８日０８時００分ごろ、津軽海峡西口付近において、Ａ船の右舷

後部とＢ船の船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、津軽海峡西口付近において、め

ばる一本釣り漁の操業を行っていた。 

 Ｂ船は、潮のぼりのため、船長Ｂが、風防窓で囲われた操縦台後方

の右舷側に立ち、左手で舵柄を操作し、魚群探知機で水深約１３０～

１４０ｍの瀬を探りながら、約７～８kn の速力で西北西進中、付近

が、めばる釣り漁船の漁場であり、まぐろ釣り漁船の漁場はもっと陸

寄りなので、左舷船首方から接近するまぐろ釣り漁船はいないものと

思い、船首方を先行する僚船１隻及び右舷方のめばる釣り漁船の様子

に注意を向けていたところ、左舷船首方至近にＡ船を認め、直ちに機

関を停止したが、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船は自力航行して北海道福島
ふくしま

町吉岡
よしおか

漁港に帰り、Ｂ船は船首部か

らのパイプを通じて機関室に浸水したことから、船長Ｂが青森県外ヶ

浜町龍飛埼南方の入り江にＢ船を着け、排水するとともに、破口をブ

ルーシートで覆うなどの応急修理を行った後、１２時００分ごろ青森

県中泊
なかどまり

町小泊
こどまり

漁港小泊地区に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、海流 東流約０.５～０.９kn 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、船長Ａが、漁場が混んでいたので、ほかのまぐろ釣り漁船

との競合を避けようと思い、西寄りに移動し、めばる釣り漁船の漁場

の近くで操業していた。 

 Ａ船は、レーダーが故障していた。 

 船長Ａは、衝突直前までＢ船を見ていなかった。 

 Ｂ船は、レーダー及びＧＰＳプロッターがなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂの操船位置から前方を見た場合、窓枠により死角

（視界が制限される状態）があった。 

 船長Ｂは、衝突直前までＡ船を見ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、津軽海峡西口付近を北東進中、船長Ａが、鳥山を追いなが
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ら、左舷側を並行する僚船１隻の様子に注意を向けていたことから、

右舷船首方至近になってＢ船を認め、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、津軽海峡西口付近を西北西進中、船長Ｂが、左舷船首方か

ら接近するまぐろ釣り漁船はいないものと思い込み、船首方の僚船及

び右舷方のめばる釣り漁船の様子に注意を向けていたことから、左舷

船首方至近になってＡ船を認め、Ａ船と衝突したものと考えられる。

 船長Ｂは、左舷側窓枠の死角によって衝突直前までＡ船が見えなか

った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、津軽海峡西口付近において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が西

北西進中、船長Ａが、鳥山を追いながら、左舷側を並行する僚船１隻

の様子に注意を向けており、また、船長Ｂが船首方及び右舷方のめば

る釣り漁船の様子に注意を向けていたため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・多数の漁船と漁場が競合する状況で操業する場合は、体を左右に

動かし、また、適宜、操船位置を変えて死角を補うなどにより、

常に周囲の見張りを適切に行い、いつでも停止できるような速力

で航行すること。 

 


